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新型コロナウイルス感染症対策　　町の独自支援策の追加について
　町では、新型コロナウイルス感染症に対する町民の皆さまの不安や負担を減らし、生

活の支援、中小企業者の支援、また、感染拡大を防止するため、町独自の支援策とし

て様々な取り組みを実施いたします。

　ここに載せきれなかった他の支援策については、町ホームページでご確認ください。

住民生活の支援

●新生児臨時特別給付金給付事業

　国の特別定額給付金の対象とならなかった、令和２年４月２８日～令和３年４月１日に生まれた新生児（出

生後最初に記録された住民登録が本町であるもの）１人につき１０万円を給付します。

受給資格　対象となる新生児を出産した母、またはその新生児の父であって、新生児が出生した時点で本町

              に住民登録され、申請日において引き続き住民登録されている方

申請方法　①出生届の提出日が９月２２日以前の方

　　　　　　　　申請に係る書類を郵送いたします。通知が届き次第手続きをお願いします。

　　　　　　　②出生届の提出日が９月２3日以降の方

　　　　　　　　出生届提出時に町民福祉課での申請手続きをお願いします。

　　　　　　  ※詳細については、町ホームページをご覧ください。

●インフルエンザ予防接種補助の拡充

　新型コロナウイルス感染症による発熱と区別するため、今年はインフルエンザ予防接種が特に推奨されて

います。そのため、インフルエンザ予防接種の補助を拡充します。詳細は６ページをご覧ください。

対象者　①65歳以上の方（昭和30年12月31日以前に生まれた方）

　　　　　 ②中学3年生に該当する年齢の方（平成17年4月2日～平成18年4月1日生）

　　　　　 ③上記「①」「②」以外で、加入する健康保険からの助成がない方

問合せ　町民福祉課　子育て支援担当　☎０４９５-７７-2112　FAX０４９５-７７-2117

問合せ　保健センター　☎０４９５-７７-４０４１　FAX ０４９５-７７-０５５０

●行政区集会所への感染防止対策物品の配布

●神川中学校トイレ洋式化・自動水洗化、手洗場の自動水栓化

●保健センターでの除菌ユニット付きエアコンの導入

●主な公園のトイレ洋式化・自動水洗化、手洗場の自動水栓化

●非常時の電源としても活用可能な公用車の購入　など

感染防止対策・災害への備え

中小企業者の事業継続支援

問合せ　経済観光課　商工観光担当　☎０４９５-７７-070３　FAX０４９５-７７-3915

●新型コロナウイルス感染症対策店舗等改装補助事業

　新型コロナウイルス感染症予防のために中小企業者が行う改装工事等の費用を補助します。

補助率　税抜き工事費の２／３に相当する額（千円未満は切捨て）

補助限度額　３０万円

補助対象　令和２年４月以降に実施した合計10万円以上（消費税別）の工事および備品購入

　　　　　　　①店内換気システム（エアコン・換気扇）の導入、改修　　②手洗い場の自動手洗い器の導入

　　　　　　　③座席間の間仕切り（パーテーション）の設置

              ④移動に工事が必要な机やいすの配置変更

　　　　　　　⑤窓口・カウンターの仕切りの設置　　⑥手指消毒液用スタンドの設置

　　　　　　　⑦ソーシャルディスタンス表示のステッカーやポスター

　　　　　　　⑧テイクアウトシステム（オンラインショップ）導入

　　　　　　　※原則として町内に事業所を有する業者が施工または納品するもの。ただし、９月以前の発注分を除く。

申請方法　申請書および添付書類を経済観光課へ提出してください。

　　　　　　　※詳細については、ホームページをご覧ください。

【継続受付中】神川町中小企業者等事業継続支援金

　新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が減少している事業者に対し

て一律10万円を、さらに対象融資を受けている事業者については、融資に係

る利子及び信用保証料の補助として10万円を限度に支給します。

　当初８月３１日までを申請期間としていましたが、今後の新型コロナウイルス

感染症の影響を考慮し、令和３年3月１日まで申請期間の延長を行いました。

●50％のプレミアム付き商品券

　神川町商工会では、新型コロナウイルス感染症による大きな影響を受け

た町内事業者への支援のため、神川町民を対象に、プレミアム付き商品券

計16,000セットを販売します。

販売価格　１セット2,000円（500円券×6枚つづり＝3,000円分）

　　　　　　　※1セット3000円分のうち1500円は登録飲食店専用です。

　　　　　　　※１人あたり５セットまでの購入となります。

購入方法　10月下旬より事前申込み（応募多数の場合は抽選）

利用期間　令和３年１月16日（土）から６月30日（水）まで

　　　　　　　※詳しくは10月15日以降に毎戸配布される

　　　　　　　　 商工会のチラシをご覧ください。

申請期間
延長しました

飲食店専用券

500円

登録飲食店でのみ利用可能

共通券

500円

登録飲食店＋その他の

登録店で利用可能

【利用内訳】


